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平成２５年第４回志賀町議会定例会会議録 

 平成２５年１２月３日、第４回志賀町議会定例会を志賀町役場議場に招集した。 

（午前１０時００分 開会） 

（出席議員 １６名） 

 １番  福 田 晃 悦 

 ２番  稲 岡 健太郎 

 ３番  南   正 紀 

４番  寺 井   強 

 ５番  堂 下 健 一 

６番  南   政 夫 

 ７番  下 池 外巳造 

 ８番  須 磨 隆 正 

 ９番  越 後 敏 明 

１０番  田 中 正 文 

１１番  冨 澤 軒 康 

１２番  櫻 井 俊 一 

１３番  林   一 夫 

１４番  戸 坂 忠寸計 

１５番  久 木 拓 栄 

１６番  山 本 辰 榮 

（欠席議員） 

       なし 

（議案説明のため出席した者の職氏名） 

町     長    小 泉   勝 

副  町  長    庄 田 義 則 

教 育 長    穴 田   實 

教 育 次 長    間 嶋 正 剛 

総 務 課 長    寺 尾 隆 之 

富 来 支 所 長    坂 本 英 人 

企画財政課長    新 田 辰 巳 
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  情報推進課長    浜 村   大 

税 務 課 長    土 田 善 博 

住 民 課 長    山 科   等 

健康福祉課長    藤 沢 憲 雄 

環境安全課長    増 田 廣 樹 

商工観光課長    裏   秀 和 

農林水産課長    松 田 正 剛 

まち整備課長    細 川 一 元 

富来病院事務長    山 本 政 人 

会計管理者(会計課長)    谷 場 可 一 

学校教育課長    寺 澤 俊 彦 

生涯学習課長    板 尾 正 幸 

（職務のために出席した者の職氏名） 

議会事務局長     安 田   朗 

議会事務局次長     村 井   直 

 

（議事日程） 

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  会期の決定 

日 程 第 ３  諸般の報告 

日 程 第 ４  石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

追加日程第１  須磨隆正君の副議長辞職の件 

追加日程第２  副議長の選挙 

追加日程第３  南政夫君の議会運営委員の辞任の件 

追加日程第４  議会運営委員の選任の件 

日 程 第 ５  町長提出 議案第８８号ないし第１１３号及び同意第３号並びに諮

問第６号及び第７号（提案理由説明） 

日 程 第 ６  町長提出 議案第１０５号ないし第１０７号（質疑、委員会付託、討

論、採決） 

日 程 第 ７  町長提出 同意第３号並びに諮問第６号及び第７号（即決） 
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（ 開 会 ・ 開 議 ） 

冨澤 軒康議長 ただ今の出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、 

ただ今から平成２５年第４回志賀町議会定例会を開会し、直ちに本日の

会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

冨澤 軒康議長 日程に入り、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員に 

１５番 久木 拓栄 君、 

１６番 山本 辰榮 君を指名します。 

 

日程第２ 会期の決定 

冨澤 軒康議長 次に、会期の決定を行います。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１２月１７日までの１５日間といたしたい 

と思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から１２月１７日までの１５日間と 

決定をしました。 

 

日程第３ 諸般の報告 

冨澤 軒康議長 次に、諸般の報告を行います。 

        諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

        諸般の報告を終わります。 

 

日程第４ 石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 
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冨澤 軒康議長 次に、石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。こ

の選挙は、櫻井俊一君が去る１０月３１日をもって、広域連合議会議員

を辞職したため、広域連合規約第８条の規定に基づき、志賀町議会議員

から新たに１名、議員を選挙するものであります。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、 

指名推選によりたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決しました。 

お諮りします。 

指名の方法には、議長が指名することにしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 異議なしと認めます。 

よって、議長が指名することに決しました。 

石川県後期高齢者医療広域連合議会議員に、私、冨澤軒康を指名しま 

す。 

 

（ 採 決 ） 

冨澤 軒康議長 お諮りします。 

ただ今、私、冨澤軒康を石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選

人と定めることに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 異議なしと認めます。 

よって、ただ今の選挙の結果、私、冨澤軒康が石川県後期高齢者医療 

広域連合議会議員に当選をしました。 

ここで、暫時休憩をします。 

（午前１０時４分 休憩） 
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（ 再 開 ） 

（午前１０時３１分 再開） 

（出席議員 １４名） 

 １番  福 田 晃 悦 

 ２番  稲 岡 健太郎 

 ３番  南   正 紀 

４番  寺 井   強 

 ５番  堂 下 健 一 

６番  南   政 夫 

 ７番  下 池 外巳造 

 ９番  越 後 敏 明 

１０番  田 中 正 文 

１１番  冨 澤 軒 康 

１２番  櫻 井 俊 一 

１３番  林   一 夫 

１４番  戸 坂 忠寸計 

１６番  山 本 辰 榮 

（欠席議員 １名） 

       １５番  久 木 拓 栄 

 

冨澤 軒康議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中、副議長 須磨隆正君から、副議長の辞職願が提出されました。

お諮りします。 

この際、須磨隆正君の副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１と

し、直ちに議題といたします。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 異議なしと認めます。 

よって、須磨隆正君の副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１
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とし、直ちに議題とすることに決しました。 

 

追加日程第１ 須磨隆正君の副議長辞職の件 

冨澤 軒康議長 須磨隆正君の副議長辞職の件を議題といたします。 

辞職願を朗読させます。 

安田 朗議会事務局長 辞職願。このたび、一身上の都合により、副議長を辞職したい

ので、許可されるよう願い出ます。以上です。 

 

（ 採 決 ） 

冨澤 軒康議長 本件を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件を許可することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １３名） 

冨澤 軒康議長 起立全員。 

よって、須磨隆正君の副議長辞職の件は、許可されました。 

須磨隆正君の入場を求めます。 

（午前１０時３３分、須磨隆正議員入場、出席議員１５名） 

須磨 隆正議員 議長。 

冨澤 軒康議長 須磨隆正君が発言を求めておりますので、これを許可します。 

須磨 隆正議員 ただ今お許しをいただきましたので、一言御礼のご挨拶を申し上げま

す。今ほど、一身上の都合による志賀町議会副議長の辞職についてお許

しをいただき、誠にありがとうございました。 

振り返りますと、平成２３年６月の選挙による初議会において、副議

長の職にご推挙いただき、以来２年半の長きにわたり、その職を汚させ

ていただきました。その間、その時々に、先輩議員はもとより、同僚議

員、そして小泉町長はじめ、町執行部、関係の皆様方からいただきまし

たご厚情に対し、深く感謝を申し上げるものでございます。 

今後は、皆様とともに、町民の負託に応えられるよう、一層の研鑽を

重ねてまいりたいと存じますので、今後ともどうかよろしくお願い申し

上げます。辞職にあたっての御礼の挨拶とさせていただきます。本当に
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長い間ありがとうございました。 

冨澤 軒康議長 この結果、副議長に欠員を生じましたので、副議長の選挙を日程に追

加し、追加日程第２として直ちに行いたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２とし、直ちに行

うことに決しました。 

 

追加日程第２ 副議長の選挙 

冨澤 軒康議長 これより、副議長の選挙を行います。 

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選に 

したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、議長が指名することに決しました。 

副議長に、南政夫君を指名します。 

 

（ 採 決 ） 

冨澤 軒康議長 お諮りします。 

ただ今議長が指名しました、南政夫君を副議長の当選人と定めるこ 

とに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 
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冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、ただ今指名しました、南政夫君が副議長に当選されました。た

だ今副議長に当選された、南政夫君が議場におられますので、会議規則

第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。 

南 政夫副議長 はい、議長。 

冨澤 軒康議長 南政夫君が発言を求めておりますので、これを許可します。 

南 政夫副議長 今ほどの選挙におきまして、名誉ある志賀町議会副議長の席を賜り、

大変身の引き締まる思いでこの場に立たせていただいております。 

今後、議長の補佐役として、志賀町の発展のために微力ではあります

が、邁進してまいりたいと思っておりますので、どうぞ議員各位にはご

指導賜りますよう、そして町長はじめ町執行部の皆様方にはご協力をお

願いいたしまして、甚だ簡単ではございますが就任にあたりましてのご

挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。ありが

とうございました。 

冨澤 軒康議長 議事運営協議のため、暫時休憩します。 

（午前１０時３９分 休憩） 

 

（ 再 開 ） 

（午前１０時５５分 再開） 

（出席議員 １５名） 

 １番  福 田 晃 悦 

 ２番  稲 岡 健太郎 

 ３番  南   正 紀 

４番  寺 井   強 

 ５番  堂 下 健 一 

６番  南   政 夫 

 ７番  下 池 外巳造 

 ８番  須 磨 隆 正 

 ９番  越 後 敏 明 

１０番  田 中 正 文 
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１１番  冨 澤 軒 康 

１２番  櫻 井 俊 一 

１３番  林   一 夫 

１４番  戸 坂 忠寸計 

１６番  山 本 辰 榮 

（欠席議員 １名） 

１５番  久 木 拓 栄 

 

冨澤 軒康議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中開催された産業建設常任委員会で、委員長が辞任し、許可され

たことから、後任の委員長の互選が行われました。その結果が、議長の手

元にまいっておりますので、この際ご報告します。 

産業建設常任委員会委員長 林一夫君。以上のとおり互選された旨報

告がありました。 

続いて、休憩中、南政夫君から一身上の都合により、議会運営委員を

辞任したいとの旨申し出がありました。 

お諮りします。 

南政夫君の議会運営委員の辞任の件を日程に追加し、追加日程第３と

し、直ちに議題としたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、南政夫君の議会運営委員の辞任の件を日程に追加し、追加 

日程第３として、直ちに議題とすることに決しました。 

 

追加日程第３ 南政夫君の議会運営委員の辞任の件 

冨澤 軒康議長 南政夫君の議会運営委員の辞任の件を議題とします。 

地方自治法第１１７条の規定により、南政夫君の退場を求めます。 

（午前１０時５６分、南政夫議員退場、出席議員１４名） 

冨澤 軒康議長 お諮りします。 
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本件は、申し出のとおり辞任を許可することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 異議なしと認めます。 

よって、本件は許可することに決しました。南政夫君の入場を求めま

す。 

（午前１０時５７分、南政夫議員入場、出席議員１５名） 

冨澤 軒康議長 ただ今の結果、議会運営委員に欠員が生じましたので、この際、議会

運営委員の選任の件を日程に追加し、追加日程第４として、直ちに議題

としたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、議会運営委員の選任の件を日程に追加し、追加日程第４として、

直ちに議題とすることに決しました。 

 

追加日程第４ 議会運営委員の選任の件 

冨澤 軒康議長 議会運営委員の選任の件を議題とします。 

 

（ 採 決 ） 

冨澤 軒康議長 お諮りします。 

議会運営委員につきましては、委員会条例第７条第４項の規定により、

田中正文君を指名します。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

ここで、議事運営協議のため、暫時休憩をします。 

（午前１０時５８分 休憩） 

 

（ 再 開 ） 
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（午前１１時４分 再開） 

（出席議員 １５名） 

 １番  福 田 晃 悦 

 ２番  稲 岡 健太郎 

 ３番  南   正 紀 

４番  寺 井   強 

 ５番  堂 下 健 一 

６番  南   政 夫 

 ７番  下 池 外巳造 

 ８番  須 磨 隆 正 

 ９番  越 後 敏 明 

１０番  田 中 正 文 

１１番  冨 澤 軒 康 

１２番  櫻 井 俊 一 

１３番  林   一 夫 

１４番  戸 坂 忠寸計 

１６番  山 本 辰 榮 

（欠席議員 １名） 

       １５番  久 木 拓 栄 

 

冨澤 軒康議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中開催された議会運営委員会で、副委員長の互選が行われました。

その結果、議長の手元にまいっておりますので、この際報告します。 

議会運営委員会副委員長 櫻井俊一君。以上のとおり互選された旨の 

報告がありました。 

 

日程第５ 町長提出 議案第８８号ないし第１１３号及び同意第３号並びに諮問第６号及 

び第７号（提案理由説明） 

冨澤 軒康議長 次に、本日町長から提出のありました議案第８８号ないし第１１３号  

及び同意第３号並びに、諮問第６号及び第７号を議題とします。 
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以上の各件に対する提案理由の説明を求めます。 

小泉町長。 

小泉 勝町長  はい、議長。 

        平成２５年第４回志賀町議会定例会の開会にあたり、町政の近況と本

議会に提案いたしました案件の概要等について、ご説明申し上げます。 

        まず始めに、今ほど第８代副議長に就任をなされました、南議員に

は誠におめでとうございます。これからも引き続き町政発展のためご

尽力をいただきたいと思いますし、私ども執行部に対してもご指導ご

鞭撻のほどをよろしくお願いをいたします。 

さて、師走を迎え、今年も残すところ１ヶ月足らずとなりました。

私自身２期目に入り、はや２ヶ月が経過をしましたが、行財政改革や

企業誘致を中心とした重点施策や諸課題に対し、日々懸命に取り組ん

でいるところであります。今後も、１０年先、２０年先を見据えた長

期的視点に立ち、将来展望の拓けるまちづくりに向けて最善を尽くし

ていく所存であります。 

まず、最近の我が国の経済状況でありますが、アベノミクス効果が

着実に浸透してきたことなどから、国内景気は緩やかに回復しており、

個人消費の基調に変化はなく、先行きも底堅いとされております。し

かしながら、私たち地方においては、まだまだ報道されているような

経済状況を実感できるまでには至っていないのが現状でないかとは思

います。 

また、来年４月から導入される消費税率の引き上げが、家庭に与え

る影響を考えると、不安材料として残ることから、国内経済が真に力

強さを取り戻し、景気回復の効果が地方へも早期に波及してくれるこ

とを切に願っているところであります。 

さて、去る１１月１６日に、県と全市町、消防、警察など多くの関

係機関が参加をして、石川県原子力防災訓練が実施をされました。 

今回の訓練は、本年見直された県並びに町の地域防災計画等に基づ

き、原子力災害に関する防災体制の確立と防災技術の向上、住民の防

災意識の高揚などを目的として、発電所から３０キロ圏内の住民が圏
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外へ避難するという想定の大規模なものとなりました。 

主な内容としましては、緊急時の通信連絡、オフサイトセンターの

運営、環境放射線のモニタリング、住民避難などが行われ、本町では、

災害対策本部の設置のほか、消防車両等による広報や避難誘導、要援

護者への通信連絡、行政機能移転などの各訓練を実施しました。 

避難訓練においては、発電所から５キロ圏内の赤住、福浦港区をは

じめ、富来地区、中甘田地区の住民や、志加浦、上熊野、富来の各小

学校の児童を含む約３００人の皆さんに参加をしていただき、スク

リーニング検査を経て、能都中学校及び鶴来高校への避難を実施しま

した。 

今回の訓練実施にあたり、ご協力をいただきました町民の皆様と関

係機関に深く感謝を申し上げますとともに、今後、検証結果を踏まえ、

町の原子力防災の対応に活かしていきたいと考えております。 

また、志賀原子力発電所についてですが、北陸電力では、これまで

緊急時における敷地内への浸水防止、原子力発電所の電源確保、除熱

機能の確保などの安全強化策に取り組んできました。先月からは、さ

らなる安全性の向上を目指して２号機の耐震工事が始まり、敷地内の

地下構造の確認や地質及び地質構造に関するデータの充実を図るため

の大深度ボーリング調査も進められております。 

なお、本年６月に国へ敷地内シーム調査の報告書を提出しましたが、

その後も引き続き、周辺の小規模な断層との関連性に関する調査を追

加し実施をしております。追加調査については、当初、９月末に最終

報告書を提出する予定とされておりましたが、さらに福浦断層の地質

データの収集・分析なども行い、国への最終報告書は、今月下旬に提

出すると聞いております。 

北陸電力には、引き続き発電所の安全性と信頼性の向上に全力を挙

げて取り組むとともに、徹底した検証を進めてもらいたいと考えてお

ります。 

次に、農業関係についてであります。 

去る１０月末に、皇太子殿下のご臨席を仰ぎ、全国から農業関係者



 －１４－ 

約２，０００人が集い、第１６回全国農業担い手サミットｉｎいしか

わが開催されました。本町でも、農業青年グループなど約２００人が

参加をして、羽咋地域交流会が開かれ、活発な意見交換が行われまし

た。 

農業を取り巻く環境が大きく変化する中で、こうした大会などを契

機として、次世代の担い手が相互に研鑽し、連携・交流を深めながら、

意欲を持った取り組みによって、農業の振興、発展が図られることを

期待するものであります。 

一方、政府は、ＴＰＰ交渉をきっかけとして、５年後の平成３０年

度に減反政策を廃止するコメ政策の大転換を決定いたしました。減反

政策は、昭和４５年に本格導入され、今日まで米の生産調整と米づく

り農家の保護を目的に実施されてきましたが、政策転換による小規模

農家への打撃と耕作放棄地の増加が危惧されるところであります。町

としては、今後も国の動向を注視しながら、どのような対応ができる

のか見定めていきたいと考えております。 

また、８月末から９月初めにかけての集中豪雨により、多くの農地、

農業用施設のほか、荒屋地内の広域農道が被災しました。被害箇所に

ついては、来年の耕作に支障を来たさないよう復旧工事を進めている

ところであり、広域農道についても、一日も早く開通できるよう取り

組んでいるところであります。 

次に、除雪対策についてであります。 

近年、世界各国において異常気象による大規模な災害が多発をして

おり、先月、フィリピンを襲った台風３０号による被害は甚大であり

ました。国内各地においても、かつて経験したことのないゲリラ豪雨

や強風、竜巻などによる災害が多数発生し、その惨状は目を覆いたく

なるようなものばかりであります。 

降雪についても、近年はゲリラ豪雪と言われるように、局地的なド

カ雪が記録をされています。先ごろ、気象庁が発表した北陸地方の

３ヵ月予報によれば、１２月から来年２月までは平年より気温が低く、

降雪量が多いとされております。 
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こうした中、本町では、冬場の除雪対策に万全を期するため、除雪

会議を開催するなど、諸準備を進めているところであります。除雪に

あたっては、県や消防をはじめとする関係機関と緊密に連携し、気象

情報や道路事情などを的確に把握しながら、通勤や通学路の確保と高

齢者世帯などの社会的弱者の日常生活に支障が出ないよう、早期の対

応を図ってまいります。また、行政だけではなく、地域ぐるみによる

除排雪も地域コミュニティを守るうえで重要であります。町民の皆様

のご理解とご協力をお願いするものでもあります。 

なお、高浜町地内と富来領家町地内では、今年から新たな消雪設備

を整備しており、こうした事業などにより、生活道路の安全確保を順

次進めていきたいと考えております。 

続いて、観光振興についてであります。 

以前にも申し上げましたが、平成２７年春の北陸新幹線金沢開業を

控え、今年４月からは、能登有料道路がのと里山海道として全線が無

料化されました。これに併せ、県では西山パーキングエリアの駐車場

拡張工事を実施し、去る１０月末には下り線の工事が完成したところ

であります。 

こうしたインフラ整備が進められる中、本町には大型リゾートホテ

ル、旅館、民宿、ペンションなど多様な宿泊施設や、能登の里山・里

海としてのすばらしい景観や文化、伝統芸能、良質な食材なども多数

あります。このような他市町に引けを取らない数々の資源を最大限に

活かし、諸施策を効果的に実施することにより、本町の振興と交流人

口の拡大を図っていきたいと考えております。 

また、多くの皆様から投票をいただいた、ゆるキャラでありますが、

先般、旧福浦灯台をモチーフとしたデザインが決定をし、現在、愛称

を募集しております。来年２月の志賀町祭大漁起舟祭でお披露目し、

北陸新幹線金沢開業に向けての各種イベントやキャンペーン、特産品

の紹介等、本町のＰＲに幅広く活用しながら、町の魅力を内外に発信

してまいります。 

さて、本定例会に提案申し上げ、ご審議いただく案件は、平成２５年度の一般
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会計のほか各会計の補正予算をはじめ、条例の一部改正、工事請負契

約の締結及び財産の取得等、案件２６件のほか、人事案件に係る同意

１件、諮問２件の、合わせて２９件であります。以下、その大要につ

きまして、ご説明を申し上げます。 

まず、議案第８８号から議案第９６号までは、平成２５年度の各会

計に係る補正予算であります。 

議案第８８号 平成２５年度志賀町一般会計補正予算（第３号）に

ついては、歳入では、個人住民税や固定資産税の増収見込みによる町

税の増額や、普通財産売払い実績などによる財産収入の増額のほか、

８月の豪雨による災害復旧に伴う県支出金や、町債の増額計上が主な

ものであります。歳出では、障害福祉サービスの受給者増加に伴う給

付費の増額や使用済み小型家電リサイクル法の施行に伴う関係経費の

計上、農地農業用施設災害復旧費では、荒屋地内で発生した広域農道

崩壊箇所などの災害復旧費を増額するほか、行政情報化整備推進基金

や財政調整基金への積立などが主なもので、これにより歳入歳出それぞ

れ２億４，１４３万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

１４０億３０１万２千円とするものであります。 

議案第８９号 平成２５年度志賀町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）については、歳入では、特別調整交付金を増額し、歳出で

は、特定健診システム及びレセプト管理システムの搭載ソフト等のサ

ポート終了に伴う機器更新に関わる所要額を増額するもので、歳入歳

出予算にそれぞれ６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

２８億７，２９２万円とするものであります。 

議案第９０号 平成２５年度志賀町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）については、歳入では、平成２４年度決算剰余金を前年

度繰越金に計上し、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金を増額

補正するもので、歳入歳出予算にそれぞれ６７万２千円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ３億１，７８２万６千円とするものであ

ります。 

議案第９１号 平成２５年度志賀町農業集落排水事業特別会計補正
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予算（第１号）については、歳入では、一般会計繰入金の減額や建物

災害共済金の追加などを行い、歳出では、農業集落排水施設の管理費

における浄化センター運転管理委託料の減額並びに処理施設の修繕費

及び工事請負費の増額等、所要額を補正するもので、歳入歳出予算か

らそれぞれ５万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億

９，２６９万６千円とするものであります。 

議案第９２号 平成２５年度志賀町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）については、歳入では、一般会計繰入金の増額や下水道

事業債の減額などを行い、歳出では、公共下水道事業費における測

量・設計委託料の増額並びに工事請負費の減額、及び特定環境保全事

業処理場管理費における浄化センター運転管理委託料の増額等、所要

額を補正するもので、歳入歳出予算からそれぞれ１，２５７万円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億４，１１５万４千円とする

ものであります。 

議案第９３号 平成２５年度志賀町地域し尿処理施設整備事業特別

会計補正予算（第２号）については、歳入では、一般会計繰入金の減

額などを行い、歳出では、地域し尿処理施設管理費において光熱費等

の増額及び合併処理浄化槽維持管理委託料の減額等、所要額を補正す

るもので、歳入歳出予算からそれぞれ６万１千円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ２億２，７６９万８千円とするものであります。 

議案第９４号 平成２５年度志賀町介護保険特別会計補正予算（第

２号）については、歳入では、平成２４年度介護保険事業関係業務特別

会計決算剰余金の返納金の計上、歳出では、第６期介護保険事業計画

策定に係る報償費の計上等、所要額を補正するもので、歳入歳出予算に

それぞれ１３万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８億 

１５６万７千円とするものであります。 

議案第９５号 平成２５年度志賀町ケーブルテレビ事業特別会計補正

予算（第２号）については、歳入では、一般会計繰入金の増額などの計

上、歳出では、平成２５年度に納付すべき消費税等の納付額の確定及び

道路改良工事に伴うケーブルの支障移転工事に関わる所要見込み額を計
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上するほか、事業費の確定見込みによる工事請負費の減額及び機器等の

更新計画の策定費用にかかる所要額を補正するもので、歳入歳出予算に

それぞれ１４９万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億

９，１８８万９千円とするものであります。 

議案第９６号 平成２５年度志賀町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いては、収益的収支の収入では、営業外収益で水道施設の雷被害によ

る建物共済保険料収入の増額を主として、支出では、営業費用で年度

当初の職員異動による人件費の増額等を行うもので、これにより、収

益的収支の収入に４７１万８千円を追加し、収入予定額を５億 

９，６０７万２千円とし、支出から３０１万円を減額し、支出予定額

を５億７，９８７万４千円とするものであります。また、資本的収支

の収入では、負担金で県施工事業に伴う支障配水管移転工事負担金の

増額を主とし、支出では、年度当初の職員の異動による人件費の減額

が主なもので、これにより、資本的収支の収入に３３０万円を追加し、

収入予定額を９，７４２万円とし、支出から５８３万円を減額し、支

出予定額を５億５，１８３万８千円とするものであります。 

次に、議案第９７号から議案第１０３号については、消費税法等、

関係法令の一部改正に伴い、平成２６年４月１日から、消費税及び地

方消費税を合わせた税率が５パーセントから８パーセントに改定され

ることから、本町の公共施設及び行政サービス等の使用料、手数料等

に消費税改定相当額を上乗せした金額に改正するものであります。 

以上、消費税関係の各議案の改正内容につきまして、ご説明いたし

ます。 

議案第９７号 志賀町地域振興拠点施設条例の一部を改正する条例

については、アクアパーク シ・オンのプール及び温泉の利用料金の

上限額について、所要の改正を行うものであります。 

議案第９８号 志賀町立診療所手数料条例の一部を改正する条例に

ついては、受診者からの申請に基づき交付する診断書、その他文書の

手数料の額について、所要の改正を行うものであります。 

議案第９９号 志賀町農業集落排水施設条例等の一部を改正する条
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例については、下水道等の関連条例である志賀町農業集落排水施設条

例、志賀町公共下水道条例、志賀町地域し尿処理施設条例、志賀町特

定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例の４条例に規定している

下水道等使用料の額について、所要の改正を行うものであります。 

議案第１００号 志賀町都市公園条例の一部を改正する条例につい

ては、都市公園内におけるイベント等の使用に関わる料金について、

所要の改正を行うものであります。 

議案第１０１号 志賀町給水条例等の一部を改正する条例について

は、上水道等の関連条例である志賀町給水条例、志賀町水道事業分担

金徴収条例、志賀町簡易水道条例、志賀町簡易水道事業分担金徴収条

例の４条例に規定している上水道等使用料及び水道事業分担金の額に

ついて、所要の改正を行うものであります。 

議案第１０２号 志賀町病院事業の施設等に関する条例の一部を改

正する条例については、町立富来病院において、病室等の使用料及び

診断書等の交付手数料額について、所要の改正を行うものであります。 

議案第１０３号 志賀町ケーブルテレビ施設条例の一部を改正する

条例については、ケーブルテレビ加入分担金及び利用料金等の額につ

いて改正を行うほか、ケーブルテレビ施設整備時から住民登録のある

世帯の加入負担金及び引込工事費については、無料化としていたとこ

ろでありますが、今回、引込工事費の一部について加入者負担とする

ように改正し、併せて公共施設等の加入における費用についても、引

込工事費について、加入者負担とするよう減免規定を見直すものであ

ります。 

議案第１０４号 志賀町営住宅管理条例の一部を改正する条例につ

いては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一

部改正に伴い、入居者資格に関する規定の一部を改正するものであり

ます。 

議案第１０５号 工事請負契約の締結については、赤住地内におい

て、赤住浄化センターの老朽化に伴い、改修工事を行うもので、アム

ズ株式会社 代表取締役 谷口敏と１億１，４０３万円で請負契約を
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締結するものであります。 

議案第１０６号「工事請負契約の締結について」の議決の一部変更

については、平成２５年第１回議会臨時会において議決をいただきまし

た、「平成２５年度農業集落排水事業（機能強化）代田地区 汚水処理施

設 機能強化（施設改修）工事」の変更の契約を行うものであります。

当初契約では、汚水処理施設の機械設備工事において、水槽防食工事に

伴い処理水槽内の接触材を洗浄、再使用することとしておりましたが、

取り出して確認した結果、既設接触材の変形破損が激しく、接触材を交換し

て施工する必要が生じたことから、契約金額に７３８万７，８００円

を増額し、１億９１３万２，８００円に変更するものであります。 

議案第１０７号 財産の取得については、能登中核工業団地の工場

用地を取得するもので、平成２６年３月３１日をもって、独立行政法

人 中小企業基盤整備機構が工場用地の分譲業務を終了することに伴い、

同機構から本町に対し、本業務の継続要請があり、これを受けること

としたもので、３９，８１２．５８平方メートルの土地を独立行政法

人 中小企業基盤整備機構 理事長 高田坦史から、１，４５０万円で

取得するものであります。 

議案第１０８号 志賀町道路線の変更については、町道第７４０号西 

山羽咋線について、米浜地内のふるさと農道を町道に編入するにあ 

たり、起点を米浜地内から西山台２丁目２５番地先に、延長を      

５，６８５．４メートルから６，６０７．４メートルに、接続路線を

町道第７０６号末吉矢駄線から町道第３４６号末吉西山線に変更する

ものであります。 

議案第１０９号 志賀の郷ファミリーパークの指定管理者の指定につ

いては、現在、株式会社いこいの村能登半島が指定管理しているため

当該施設の指定期間が、平成２６年３月３１日で満了となるため、引

き続き、株式会社いこいの村能登半島を指定管理者として、平成３１

年３月３１日までの５年間、指定するものであります。 

議案第１１０号 大島キャンプ場の指定管理者の指定については、

現在、大島観光開発株式会社が指定管理している当該施設の指定期間
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が、平成２６年３月３１日で満了となるため、引き続き、大島観光開

発株式会社を指定管理者として、平成３１年３月３１日までの５年間、

指定するものであります。 

議案第１１１号「公有水面埋立諮問について」の議決の一部変更に

ついては、平成２０年第３回議会定例会において議決された議決第 

９４号 公有水面埋立諮問についてのうち、埋立地域の記載に誤りが

あったため、その一部を変更するもので、羽咋郡志賀町西海風戸ヌ 

１８３番の地先公有水面を、羽咋郡志賀町酒見河原１８３番の地先公有水

面に改めるものであります。 

議案第１１２号「新たに生じた土地の確認について」の議決の一部

変更については、平成２５年第１回議会定例会において議決された議

決第４５号 新たに生じた土地の確認についてのうち、位置の記載に

誤りがあったため、位置の欄中に志賀町西海風戸ヌ１８３の地先公有

水面埋立地を、志賀町酒見河原１８３の地先公有水面埋立地に改める

ものであります。 

議案第１１３号「字及び小字の区域の変更について」の議決の一部

変更については、平成２５年第１回定例会において議決された議決  

第４７号 字及び小字の区域の変更についてのうち、変更後の字及び

小字、編入される地域の記載に誤りがあったため、変更後の字及び小字

を西海風戸ヌから酒見河原に、編入される地域を志賀町西海風戸ヌ 

１８３の地先公有水面埋立地から志賀町酒見河原１８３の地先公有水

面埋立地に、それぞれ変更するものであります。 

次に、同意第３号 教育委員会委員の任命については、本年１２月 

１３日をもって教育委員会委員の任期が満了となる高浜町の中森昭美氏

に代わり、鹿頭の新古紀子氏を任命いたしたく、議会の同意をお願い

するものであります。 

諮問第６号及び諮問第７号は、いずれも人権擁護委員候補者の推薦に

ついてであります。 

諮問第６号については、平成２６年３月３１日をもって人権擁護委

員の任期が満了となる大島の三津幸子氏を再推薦するもので、諮問第７号
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は、同じく平成２６年３月３１日をもって任期満了となる富来領家町の 

村上栄子氏を再推薦いたしたく、議会の意見を求めるものであります。 

以上、本定例会提出案件についての概要説明を終わらせていただき

ますが、詳細につきましては、議事の進行に伴い、私又は関係職員が

説明にあたりますので、議員各位におかれましては、何とぞ慎重なる

ご審議のうえ、適切なるご決議を賜りますようお願いを申し上げます。 

申し訳ありません、ちょっと読み間違いをしましたので。１０ペー

ジの上から４行目ですか、「支出では、営業費用で年度当初の職員異

動による人件費の減額」を「増額」と言い間違えました。 

あとは、１２ページの１行目で、「志賀町病院事業の設置等」を

「施設等」って言い間違えたそうです。 

１４ページ下から４行目、「埋立区域の」って言うのを「地域」と

言ったそうです。 

もう１個、１５ページの議案第１１３号の字及び小字のこれも、

「区域」を「地域」と言い間違えたそうです。 

すいません、申し訳ありませんでした。以上です。 

冨澤 軒康議長 説明を終わります。 

 

日程第６ 町長提出 議案第１０５号ないし第１０７号（質疑、委員会付託、討論、採

決） 

冨澤 軒康議長 ただ今、町長から提出されました議案のうち、議案第１０５号 工事

請負契約の締結について（平成２５年度 赤住浄化センター改修工事）

ないし第１０７号 財産の取得について（能登中核工業団地工場用地）

を一括して議題とします。 

 

（ 質 疑 ） 

冨澤 軒康議長 これより、各案に対する質疑を許します。 

（発言なし） 

冨澤 軒康議長 他にありませんか。質疑を終結します。 

ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 
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（ 委 員 会 付 託 省 略 ） 

冨澤 軒康議長 お諮りします。 

各案につきましては、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会 

付託を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、委員会付託は省略することに決しました。 

 

（ 討 論 ） 

冨澤 軒康議長 これより、各案に対する討論に入ります。 

        まず、原案に反対の者の発言を許します。 

（発言なし） 

次に、原案に賛成の者の発言を許します。 

（発言なし） 

冨澤 軒康議長 他にありませんか。討論を終結します。 

ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

 

（ 採 決 ） 

冨澤 軒康議長 これより採決します。 

これらの採決は、起立によって行います。 

まず、議案第１０５号 工事請負契約の締結について（平成２５年度 

赤住浄化センター改修工事）を採決します。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １４名） 

冨澤 軒康議長 起立全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１０６号「工事請負契約の締結について」の議決の一

部変更について、を採決します。 



 －２４－ 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １４名） 

冨澤 軒康議長 起立全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１０７号 財産の取得について（能登中核工業団地工

場用地）を採決します。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １４名） 

冨澤 軒康議長 起立全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 町長提出 同意第３号並びに諮問第６号及び第７号（即決） 

冨澤 軒康議長 次に、町長から提出されました議案のうち、同意第３号 教育委員会

委員の任命について、並びに、諮問第６号及び第７号 人権擁護委員候

補者の推薦につき意見を求めることについてを、一括して議題とします。 

お諮りします。 

以上の各件については、人事案件につき、この際、質疑、委員会付託

及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、各件は、直ちに採決することに決しました。 

 

（ 採 決 ） 

冨澤 軒康議長 これより、採決します。 

まず、同意第３号 教育委員会委員の任命についてを採決します。 

お諮りします。 

本件は、教育委員会委員に、志賀町鹿頭の新古紀子氏の任命に付き、 

同意することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 
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冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は同意されました。 

続いて、諮問第６号及び第７号 人権擁護委員候補者の推薦につき意 

見を求めることについてを、一括して採決します。 

お諮りします。 

両件は、人権擁護委員候補者の推薦に付き、志賀町大島の三津幸子氏、

富来領家町の村上栄子氏をそれぞれ適任として答申することにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、両件は、それぞれ適任として答申することに決しました。 

 

（ 休 会 ） 

冨澤 軒康議長 次に、休会の件について、お諮りします。 

議案調査等のため、明４日から９日までの６日間は、休会としたいと思

います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

冨澤 軒康議長 ご異議なしと認めます。 

よって、明４日から９日までの６日間は、休会とすることに決しました。 

次回は、１２月１０日午前１０時から会議を開きます。 

本日は、これにて散会をします。 

（午前１１時４０分 散会） 

 

 

議 長 報 告 

 

１ 議長報告第３５号 

  入札結果報告について 

  （平成２５年１０月１７日  ３件） 
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  （平成２５年１０月２４日 １１件） 

（平成２５年１０月３０日  ５件） 

（平成２５年１１月 ７日 ２０件） 

 

２ 議長報告第３６号 

  地方公務員の給与改定等に関する取扱い等について 

 

３ 議長報告第３７号 

委員会所管事務調査報告について 

・議会広報特別委員会委員長 

・議会教育民生常任委員会委員長 

・議会産業建設常任委員会委員長 

 

４ 議長報告第３８号 

例月出納検査の結果について 

  （平成２５年１０月２４日実施分） 

 

５ 議長報告第３９号 

 定期監査の結果について 


